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機
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 時間の流れ  

                            
                                                 

がん治療 
緩和ケア 

【基本的医療機能Ａ】 

○手術療法、放射線療法及び薬物療法を効果的に組み合わせた集学的治療の実施 

【基本的医療機能以外の機能Ｄ】 

○相談支援体制の整備  ○緩和ケアチーム、緩和ケア外来の整備 
○外来薬物療法の実施  ○院内がん登録及び地域がん登録の実施    等 

病院（がん診療連携拠点病院等） 

手術、放射線療法及び薬物療法実施医療機関 

 

【基本的医療機能Ｂ】   

○ 手術及び薬物療法の

実施 

【基本的医療機能以外
の機能Ｄ】と同様 

手術及び薬物療法

実施医療機関 

病院 

 

【基本的医療機能】 

○がん患者の受入れ 

○診断・治療への対応 
【基本的医療機能以外
の機能】 
○緩和ケアの実施 
○在宅療法患者への訪
問診療等の実施 

在宅療養支援 

在宅等での生活 

がんの種類や進行度に
応じた機能分担・連携 

経過観察・合併症併
発・再発時の連携 

○ がん発症リスク低減 

○ 検診受診率の向上 

予防 

発見 

 

 

【基本的医療機能Ｃ】   

○ 手術又は薬物療法の

実施 

【基本的医療機能以外の

機能Ｄ】と同様 

 

手術又は薬物療

法実施医療機関 

診療所 

紹介・転院・退院時

病院 

 
【基本的医療機能】 
○専門的口腔ケアの実施 

○がん医療を担う医療機関及び療養

支援を行う医療機関との連携体制 
【基本的医療機能以外の機能】 
○歯科訪問診療の実施 

歯科との連携 

病院、歯科診療所 

連携 

連携 

在宅療養支援 
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転
院
等

 

かかりつけ医（在宅療養支援診療所） 

急性期病院 
（入院～２，３週間） 

予防期 急性期 回復期 維持期 

【基本的医療機能】 
○回復期リハビリテーション病棟又は脳血管等疾
患リハ(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)の施設基準を取得し、機
能障害の改善及びＡＤＬ向上のリハビリテーショ
ンを集中的に実施 
○介護サービス関係者を含めたカンファレンスの
実施、参加またはＭＳＷの配置等による連携体
制を確保 
【基本的医療機能以外の機能】 
○地域のリハビリテーション実施施設等の従事者
に対する研修の実施 

回復期病院 
（２，３週間～６か月） 

【基本的医療機能】 
○ＣＴ，ＭＲＩ検査の常時対応 
○専門的診断、治療（手術含む）の常時対応 
○廃用症候群や合併症の予防のためのリスク管理下における関
節可動域訓練、早期座位・立位訓練等の早期リハビリテーション
の実施 
○脳卒中を発症し入院した患者を年間２０例以上受入れ 
【基本的医療機能以外の機能】 
○脳卒中の各治療方法（ｔ－ＰＡ等）の実施 
 

発症 

【応急手当】 
〈周囲の者〉適切な通報・
処置 
〈救 急  隊〉救急救命士に
よる適切な判断・処置、搬
送 

前駆症状 

受診 

疾病管理 

【基本的医療機能①】 
○維持期患者の受入れ 
○リハビリ専門職種（ＰＴ，ＯＴ，ＳＴ）の配
置 
○介護サービス関係者を含めたカンファ
レンスの実施 
【基本的医療機能②】 
○維持期患者の受入れを行なっている
医療機関で以下のいずれかの事業を実
施 
 ・療養病床を有している 
 ・訪問診療 
 ・訪問看護 
 ・訪問リハビリテーション 
 ・通所リハビリテーション 
【基本的医療機能③】 

維持期（６か月～） 
（療養病床、介護保険施設等） 

【基本的医療機能①】 
○維持期患者の受入れ  ○リハビリ専門職種（ＰＴ，ＯＴ，ＳＴ）の配置   
○介護サービス関係者を含めたカンファレンスの実施 
【基本的医療機能②】 
○維持期患者の受入れを行なっている医療機関で以下のいずれかの事業を実施 
 ・療養病床を有している ・訪問診療 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・通所リハビリテーション 
【基本的医療機能③】 
○介護老人保健施設 

転院等 

患    者 

病院 

病院、診療所、介護老人保健施設 

病院、診療所、介護老人保健施設 

【基本的医療機能】 
○摂食・嚥下リハビリの実施 
○専門的口腔ケアの実施 
○急性期、回復期又は維持期医療機関と
の連携 
【基本的医療機能以外の機能】 
○歯科訪問診療の実施 
○訪問歯科衛生指導の実施 

歯科との連携 

病院、歯科診療所 
退院・連携 

退院・連携 
退院・退所・連携 連携 

連携 

連携 

初期症状に関する知識の普及・
啓発→早期受診→早期治療 

生活習慣病予防による

発症リスク低減等 

予防 

● 脳卒中急性期の専門的医療を行う施設 

･脳卒中疑い患者の専門施設への転送 

･脳卒中が否定された患者の初期対応施設への転送 

救急搬送/ 
患者の直接受診 
 
○脳卒中疑い  例の判別 
○医療施設の 選定 

 

・治療適応に応じた、適切かつ円滑な連携  

 (遠隔診療、Drip and Ship法等を含む) 

・包括的な治療を必要としない患者の｢専門的医療を行う 

 施設｣への転送 

平

均

的

な 

救

急

搬

送

圏

内 

地
域
I
C
T
/
地
域
連
携
パ
ス
等
に

よ
る
医
療
連
携

 

専門的医療を包括的に行う施設 

○t-PA療法に加えて、血管内治療や外科的治療等を行う施設  

専門的医療を行う施設 

○t-PA療法を含め、脳卒中急性期に対する一般的な診療を行う

施設 

○脳卒中急性期の専門的医療を行う施設への転院適応の判断 

○初期治療  

基礎疾患、危険因子

の管理等 

再発予防 

● 主に初期対応を行う施設 

脳卒中を
疑った場合 

脳卒中を疑わ
なかった場合
等 

患者情報の共有に基づく 

地域に応じた疾病管理 

・維持期の医療への円滑な移行 

・再発、合併症併発時の急性期の 

 医療への円滑な移行 

・在宅等生活

の場への円滑

な移行 

・回復期の医療への円滑な移
行 
・再発、合併症併発時の急性  
 期の医療への円滑な移行 
 

病院前救護 
救急搬送 

連携 

連携 

国報告書「平成29年7月 ｢脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方に関する検討会｣ から参考引用・作成 
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出典：国報告書「平成29年7月 ｢脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方に関する検討会｣ 掲載資料 
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急性期病院 

予防期 
急性期～亜急性期 
（入院管理） 

回復期 
（入院～外来管理） 

慢性期・安定期 
（外来管理） 

発症 
（再発・急性
憎悪含む） 

【応急手当】 

発症後早期の病院到着 

 

【周囲の者】適切な通

報・ＡＥＤによる心肺蘇

生 

【救急隊】救急救命士に

前駆症状 

維持期の医療  

 ○維持期治療 

 ○疾病管理としての維持期リハビリテーション 

   (定期外来受診による基礎疾患・危険因子の

管理、より良い生活習慣の維持等),外来診療

等による基礎疾患の管理 
 

【基本的医療機能以外の機能】 

○運動療法等によるリハビリテーション 

○心電図、心エコー検査の実施 

 ○電気的除細動による対応 

○急性憎悪時の急性期医療機関との連携 

○再発症状出現時の対応について、本人及

び家族に教育、啓発を実施  
 ○初期症状出現時に急性期医療を担う医療
機関への受診勧奨について助言 
 

慢性期・安定期 
（地域のかかりつけ医等） 

患    者 

転
院
等

 

歯科との連携 

初期症状に関する知識の普及・
啓発→早期受診→早期治療 

生活習慣病予防によ

る発症リスク低減等 

予防 

● 急性期心血管疾患の専門的医療を行う施設 

･心血管疾患疑い患者の専門施設への転送 
･心血管疾患が否定された患者の初期対応施設への転送 

・治療適応に応じた、適切かつ円滑な連携  
 (診療情報の共有による相談体制等を含む) 
・包括的な治療を必要としない患者の｢専門的医療を行う
施設｣への転送 
 

地
域
I
C
T
/
地
域
連
携
パ
ス

等
に
よ
る
医
療
連
携

 

専門的医療を包括的に行う施設 

○冠動脈インターベンション治療（PCI）、急性循環不全に対

する内科的治療等に加え、外科的治療等も行う施設 

専門的医療を行う施設 

○PCI、急性循環不全に対する内科的治療等、急性期心血

管疾患に対する一般的な診療を行う施設 

○急性期心血管疾患の専門的医療を行う施設へ

の転院適応の判断 

〇初期治療  

基礎疾患、危険因子

の管理等 

再発予防 

● 主に初期対応を行う施設 

急性期の医療  

 ○疾患や重症度に応じた 適切な急性期治療 

              （外科的治療、ＰＣＩ、内科的治療等） 

 ○急性期リハビリテーション 
 
【急性期・亜急性期医療機関に求められる基本的医療機能
以外の機能】 
○合併症や再発予防等に対する急性期リハビリテーションの
実施 
○冠動脈バイパス手術等の実施（ＰＣＩまで行う医療機関） 
○経静脈的血栓溶解療法の実施 
○ＣＣＵ又はＣＣＵに準じた病床の有無 
○心大血管リハビリ施設基準の取得 
○心臓血管外科手術の実施 

 
 
 
【基本的医療機能】 
○心電図、胸部Ｘ線
検査 
○心エコー検査 
○心臓カテーテル検
査 
○ＰＣＩの実施 

 
 
 
【基本的医療機能】 
○心電図、胸部Ｘ線
検査 
○心エコー検査 
○内科的治療（ＰＣＩ
除く） 
○ＰＣＩや外科的治
療を行う医療機関と

 
 
 
【基本的医療機能】 
○心電図、胸部Ｘ線検
査 
○心エコー検査 
○外科的治療 
○ＰＣＩや内科的治療を
行う医療機関との連携 

ＰＣＩまで行う医 内科的治療を行 外科的治療まで

回復期の医療 【入院管理】 

   ○亜急性期治療 

   （基礎疾患・危険因子の管理、合併症への

対応等） 

   ○退院に向けた疾病管理としての入院回

復期 

        リハビリテーション 

   （患者教育、食事・服薬指導、運動療法等） 
 

回復期の医療 【外来管理】 

   ○疾病管理としての外来回復期 

       リハビリテーション 

   (再発予防にむけた生活指導、 
    危険因子の是正、運動療法等) 
 
【基本的医療機能】 
○生活指導による基礎疾患管理 
○心電図、胸部Ｘ線、心エコー検査の実施 
【基本的医療機能以外の機能】 
○運動療法等によるリハビリテーション 
○心大血管リハビリ施設基準の取得 
○電気的除細動による対応 
○急性憎悪時の急性期医療機関との連携 
○再発時の対応について、本人及び家族に
教育、啓発を実施 
○再発時に急性期医療を担う医療機関への
受診勧奨について助言 

 
【基本的医療機能】 
○専門的口腔ケアの実施 
○歯周治療の実施 
○急性期、回復期又は慢性期・安定期医
療機関との連携 
【基本的医療機能以外の機能】 
○歯科訪問診療の実施 
○訪問歯科衛生指導の実施 

回復期 

心血管疾患患者の社会生活 

   ○自己疾病管理（悪循環の防止） 

   ○心血管患者への社会的支援 

連携 

連携 

病院前救護 
救急搬送 

病院、診療所  

心血管疾患患者の再発・症状増悪
時の入院治療 

かかりつけ医等と専門的医療
を行う施設が連携して提供 

病院、診療所等  

・維持期の医療への 
 円滑な移行 

・外来医療への円滑な移行 

・再発、病状増悪時の円滑な連携 

心血管疾患を疑
わなかった場合
等 

平

均

的

な 

救

急

搬

送

圏

内 

病院 

受診 

疾病管

心血管疾患患者の社会生
活のサポート 
 

（患者の状態によっては、
在宅医療によるサポートを

考慮） 

連
携

 

心血管疾患を
疑った場合 

救急搬送/ 
患者の直接受診 
 
○心血管疾患疑い 
例の判別 
○医療施設の 選定 
 

国報告書「平成29年7月 ｢脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方に関する検討会｣ から参考引用・作成 
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急性冠症候群は、
診療所等から各地
域の拠点施設へ搬
送し緊急PCIを地域

で完結 

●：緊急PCI施行可能拠点施設 

   
アンダーライン：岩手医大常勤医派遣施設 

心臓血管外科常駐施設 

急性大動脈解離等、外

科的治療が必要な場合

は、各地域の拠点施設

から心臓血管外科常勤

施設へ搬送 

岩手医科大学内科学講座循環器内科分野教授  森野禎浩先生提供資料 

 
【診療提供体制構築の方針】 
 各地域の拠点施設で緊急冠動脈インターベ

ンション（PCI）が完結できる体制を構築。 
 心臓血管外科併設に関わらず、全県で効率
よく緊急PCIが可能な体制を目指している。 

 

【診療提供体制構築のための主な取り組み】 

 重症例や手技の判断に困った場合等は、テ

レカンファランスシステム等を用い、岩手医

科大学の医師とリアルタイムで相談。 
 各拠点施設の常勤医は3名程度で、岩手医

科大学からの派遣医師により体制維持。 

急性心筋梗塞等の急性冠症候群の診療提供体制 

 
【診療提供体制構築の方針】 
 外科的治療の適応になる事が多い急性大動
脈疾患は各地域の拠点施設では治療が困難
であり、盛岡にしかない心臓血管外科常設施
設へ患者を搬送する。 

急性大動脈解離等の急性大動脈疾患の 

診療提供体制 

 大学病院からの医師派遣やICTの活用により、疾患に応じた急性期の診療提供体制を構築している。 

疾患に応じた体制構築の例 (岩手県) 

出典：国報告書「平成29年7月 ｢脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方に関する検討会｣ 掲載資料 
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合併症の 
治療 

治療 受診 

受診 健康診査 
事後指導等 

  【予防】  市町村・医療保険者 

糖尿病の合併症治療 

【慢性合併症治療】 
 慢性合併症 
   治療実施医療機関 
 
 
 
 
 
 
 かかりつけ歯科医療機関 
 

紹介・治療時 
連携 

転院・治療時 
連携 

転院・治療時 
連携 

紹介・治療時 
連携 

県 民 ・ 患 者 

【初期・安定期治療】 
 かかりつけ医療機関 

【専門治療】 
 糖尿病専門医療機関 

紹介・治療時 
連携 

支援 

糖尿病治療 

○健康診査の実施 
○事後指導（保健指導、治療勧告）の実施 
○未受診者・治療中断者への受診勧奨の実施 
○重症化ハイリスク者への保健指導の実施 

○血糖コントロール指標を 
 改善するための糖尿病 
 教育等の集中的な精査・ 
 治療の実施 
○糖尿病合併症の管理・ 
 指導 

○糖尿病の診断、治療の 
 動機付け及び生活習慣 
 指導の実施 
○良好な血糖コントロール 

○糖尿病の慢性合併症（糖尿 
 病腎症、糖尿病網膜症、糖尿 
 病神経障害、糖尿病足病変、 
 大血管障害等）に対する専門 
 的診断・治療の実施 

○糖尿病患者に対する歯周 
 治療の実施 

【急性増悪時治療】 
 急性増悪時 
    治療実施医療機関 
 ○糖尿病の急性合併症（糖尿病 

 昏睡、重度感染症等）に対する 
 専門的診断・治療の実施 

紹介 
情報共有 
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【医療体制】（連携イメージ図）

 

○服薬中断防止 

○アウトリーチ 

  （訪問支援） 

重
症
度
・
生
活
障
害
程
度
・
緊
急
度

 

時間の流れ 

 
○初期・かかりつけ医治療（スクリーニング、 
  初期治療） 

【アクセス】 

                                      
 

 

   ○初回入院（強い自殺念慮等）       ○増悪時の入院治療                                                                   
   ○他害性のある場合  

   ○非任意入院 
     精神科救急医療施設（常時対応施設、輪番病院） 

協力病院            

 

○地域移行支援 

○地域定着支援 

○就労支援 
○職場復帰支援 

障害福祉サービ

ス事業所、相談支

援事業所 等 

精神科病院、一般病院 等 

精神科病院外来、精神科

診療所、訪問看護ステー

ション、薬局 

一般病院、一般診療所、歯
科診療所、薬局 等 

○精神障がい者の身体合併症 

○身体疾患患者の精神疾患 

【身体合併症等の場合】 

 ○発症予防、自殺予防、社会復帰支援（地域保健・学校保健） 

 保健所、精神保健福祉センター、市町村、こころのケアセンター 等 

【社会復帰（外来）】 

【治療～回復】 

【治療】 

職
域
健
康
管
理
（
産
業
医
等
）
 

発症 

【予防】 

【急性増悪の場合（入院）】 

〈地域における精神科救急医療体 〈各病院の自院患者への救

(連携) 

(連携) 

(連携) 

(連携) 

(連携) 

(トリアージ) 

○精神医療相談 

○トリアージ（症状の重症度

や 

 治療の緊急度の判断） 精神科救急情報センター 

重
い

 

軽
い

 

入院 地域 
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認知症の医療・介護支援体制（イメージ図）

地域ケア会議

認知症行動・心理症

状悪化時などの急性

増悪期診療

気づき

急性増悪期助言・支援

かかりつけ医

認知症の

疑い

鑑別診断

日常診療

紹介 助言

相談

訪問

自宅

本人

相談・受診

介護サービス

必要時

要介護認定

ケアマネジャー

連携

介護サービスへ

グループホーム

小規模多機能型施

設等

24時間訪問サービス

（介護・看護）

居宅サービス
レスパイトケア

短期入所施設

特養・老健

連 携
精神科医療機関等認知症疾患医療センター等

専門医療機関

地域包括支援センター
地域での生活を支援

日常診療

医

療

分

野

介

護

分

野

気づき～診断 日常在宅ケア 急性増悪期ケア

かかりつけ歯科医

初期集中支援チーム

家族

薬剤師

口腔ケア

連携

認知症地域支援推進員

認知症サポート医
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総合周産期母子医療セ
ンター

施設名

周産期母子医療セン
ター協力病院

医療機関名

病院

診療所

助産所

地域周産期母子医療セ
ンター

岩手医科大学附属病院 

県
立
宮
古
病
院
 

盛
岡
赤
十
字
病
院
 県

立
釜
石
病
院
 

県
立
二
戸
病
院
 

県
立
中
部
病
院
 

北
上
済
生
会
病

診療所（10） 

県
立
磐
井
病
院
 

県
立
久
慈
病
院
 

県
立
大
船
渡
病

県
立
中
央
病
院
 

盛岡・宮古 岩手中部・胆江・両盤 気仙・釜石 久慈・二戸 

院内助産(1)・助産師外来（3） 

診療所（10） 

院内助産(1)・助産師外来（2） 助産師外来（2） 

診療所（0） 診療所（0） 

中・低リスク 

ハイリスク 

低リスク 

県北地域周産期 
 母子医療センター 

 

         
 

 総合周産期母子医療センター（県内１か所） 

 ○リスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療 
 ○MFICUを含む産科病棟及びNICUを含む新生児病棟を具備 

 ○県下各地域からの搬送の受け入れ 
 ○周産期医療体制の中核として周産期医療関連施設と連携 

ハイリスク 

中・低リスク 

低リスク 

周産期医療体制 

 ○ＩＣＴを活用した連携 
  による妊産婦 
  のサポート 

 
 ○地域の保健・福祉等 
  関係機関による療養・ 
  療育支援 

 地域周産期母子医療センター（４周産期医療圏に相当数） 
 地域周産期母子医療センター協力病院 

 ○周産期に係る比較的高度な医療 
 ○産科（緊急帝王切開）及び小児科（新生児医療）を提供 
 ○救急搬送や戻り搬送の受入等周産期医療関連施設との連携 
 ○正常分娩に対応 

 ○主に正常分娩への対応 
 ○妊婦健診を含めた分娩前後の診療 
 ○妊産婦のメンタルヘルスへの対応 
 ○リスクの低い帝王切開術の対応 

 ○正常分娩 

病院・診療所 院内助産 

 ○妊婦健診・保健指導 

助産師外来等 

 
  
 ○妊婦健診・保健指導 

市町村 

院内助産(2)・助産師外来（6） 

母体・新生児搬送 軽快 

母体・新生児搬送 

連携 

連携 

【救急搬送コーディネーター】 

※岩手医大に配置 

 搬送ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 

  

  

  

  

  

〔ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ補佐(助産師)〕 

＜周産期医療圏＞ 
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ドクターヘリ 
○生命の危険が切迫 
○搬送に長時間要する 等 

  

重
 
症
 
度

 

 
 

小児専門医療及び 
入院小児救急医療 

一般小児科病院 

小児輪番制参加病院等 

救命救急センター 

○ 初期診療と応急処置、必要

に応じて入院医療を実施 

 

○ 一般・初期小児救急医療機

関、高度専門・小児救命救急

医療機関との連携 

 

○小児患者に対する初期診療（外来）の実施 
○緊急手術、入院等に対応可能な医療機関と連携 
○医療・介護・福祉・教育等関係機関の連携による療養・療育支援 
 

一般小児医療及び初期小児救急医療 

一般小児医療提供機関、休日・夜間急患センター、在宅当番医 

搬
送
時
連
携 

軽症患者 

搬
送
時
連
携 

発
症 

中等症患者 

 
 

時間の流れ 
 

 
 

 
 

高度小児専門医療及び 
小児救命救急医療 

 高度救命救急センター 

○ 重篤な新生児への医療
提供 
 

○ 24時間365日の重篤な
小児救急患者の受入れ 

○ 小児救急

電話相談事業 

指 
導
・
助 
言 

相談支援 

救護(重症) 

小
児
医
療
遠
隔
支
援
シ
ス
テ
ム 

災害時 

災
害
対
策
本
部 

災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

小
児
・
周
産
期
リ
エ
ゾ
ン 

支援・連携 

支援・連携 

○ 療養・療育支援を担う施設

との連携や在宅医療の支援 

 

○ 療養・療育支援を担う施設

との連携 
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ドクターヘリ 

○生命の危険が切迫 

 
 

重
 
症
 
度

 

 
 

入院救急医療（第二次） 

病院群輪番制病院 

○ 初期診療と応
急処置、必要に応
じて入院医療を実
施 
 

○ 初期救急医療
機関、救命救急医
療機関との連携 
 

○救急医療の必要な患者に対する初期診療（外来）の実施 

○患者を紹介できるよう近隣医療機関と連携 

初期救急医療 

◇◇休日・夜間急患センター、在宅当番医 

軽症患者 

搬
送
時
連
携

 

中等症患者 

 時間の流れ  

 
 

救命救急医療（第三次） 

 救命救急センター 

○ 傷病者の状態
に応じた適切な救
急医療 
 

○ 24時間365日の

救急搬送受入（複

数診療科にわたる

重篤な救急患者） 

 
 
 
 
【住民等】 

○ 救急搬送要請及びAEDを用
いた心肺蘇生法 

【救急救命士等】 

○ 救急救命士の適切な活動 
○ 適切な救急医療機関への直
接搬送 

救護(重症) 

発
症

 

搬
送
時
連
携
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【医療体制】（連携イメージ図） 

急性期（48時間以内） 亜急性期 慢性期

国

ＤＭＡＴ

事務局

医師会、歯科医

師会、薬剤師会、

赤十字病院等

各医療団体

岩手県災害対策本部

保健福祉部

ＤＭＡＴ

県調整本部

コーディネート機能

ＤＭＡＴの派遣調整

各支援チームの

派遣調整

連携

連携 派遣申出 派遣要請

災害拠点病院

ＤＭＡＴ

活動拠点本部

ＤＭＡＴ

保健所・市町村

コーディネート機能

保健所、市町村、郡市医師

会、歯科医師会、薬剤師会

等

各支援チームの活動調整

統括ＤＭＡＴ
災害医療コーディネーター

災害医療コーディネーター

連携

連携・情報提供ＤＭＡＴ派遣要請

ＤＭＡＴ

ＤＭＡＴ

ＤＭＡＴ

被災地外

都道府県

必要に応じ派遣要請

ＳＣＵ

花巻空港

ＤＭＡＴ

ＳＣＵ本部

参集

連携

医療機関 被災現場 避難所

派遣

（支援活動、ニーズの把握）

報告

（現場の状況、被害、ニーズ）

岩手医科

大学

災害時地

域医療支

援教育セン

ター

連携

情報収集

広域災害・救急医療情報システム

（ＥＭＩＳ）

システムを活用した情報連携

国

医師会、歯科医

師会、薬剤師会、

赤十字病院等

各医療団体

岩手県災害対策本部

保健福祉部

コーディネート機能

各支援チームの

派遣調整

災害医療コーディネーター

岩手医科

大学

災害時地

域医療支

援教育セン

ター

連携

派遣申出
派遣要請

連携

保健所・市町村

コーディネート機能

保健所、市町村、郡市医師会、歯科医師

会、薬剤師会等

各支援チームの活動調整

災害医療コーディネーター

連携・情報提供

医療機関
避難所

仮設診療所

派遣 報告

情報収集

災害時小児周産期リエゾン

いわて災害医療支援

ネットワーク

災害時小児周産期リエゾン
災害時小児周産期リエゾン

災害時小児周産期リエゾン

各種支援チームの活動

支援のための連携及び

調整の場

災害時小児周産期リエゾン
災害時小児周産期リエゾン
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患者輸送バスの
運行等
・

連携

実務者等による医師派遣等に係る検
討会議の運営

へき地医療対策の各種事業を、円滑
かつ効率的に実施すること

次の医療機関からの代診医の派遣
要請等広域的なへき地医療支援事
業の企画・調整等

へき地医療拠点病院

◇ 済生会岩泉病院

◇ 県立中央病院

その他病院

◇

◇

◇ 県立久慈病院

地域住民の医療
の確保

〇

<事業の目的>

医師配置基準の特例措置許可病院

へき地診療所

過疎地域等特定診療所

①

② 救急搬送
③

◇ 奥州病院

・

◇

◇

◇

◇ へき地診療所等への医師派遣調整等

へき地医療支援改革の策定検討等

へき地医療対策担当者の配置

<主な事業>

岩手医科大学

附属病院

各県立病院
⇒ 事業協力病院との医師派遣調整等

◇

事業協力病院

へき地医療対策 連携体制図 

岩手県地域医療支援機構 
（事業主体：岩手県）  

岩 手 県 市 町 村 
岩手県 

 
地域医療 

 
対策協議会 

医師派遣要請等 

施設設備整備等への支援 

運営事業 

診療応援等の運営費支援 

特例措置 

許可病院 

過疎地域等 

特定診療所 

へき地 

診療所 

医
師
派
遣
要
請
等
 

医
師
派
遣
 

医
師
派
遣
要
請
等
 

医
師
派
遣
 

医
師
派
遣
要
請
等
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○ 入院医療機関と在宅医療に係る機関との共同による退院支援     
  の実施（退院前カンファレンス等による十分な情報共有） 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
○住み慣れた自宅や介護施設等、患者が 

望む場所での看取りの実施 
 
 
 
 
 
 

 
 

○ 多職種協働による患者や家族等の生活を支える観点の医療提供   
〇 緩和ケアの提供  〇家族への支援 
 
 
 
 
 

①退院支援 

病院・診療所・歯科診療所 
訪問看護ステーション・薬局 

居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・
基幹相談支援センター・介護施設等 

 
 
○在宅療養者の病状の急変時における救急

往診体制の整備及び入院病床の確保 
 
 

 
 
 

 

③急変時の対応 

病院・診療所・薬局・ 
訪問看護ステーション 

④看取り 

②日常の療養支援 

◆在宅医療において積極的役割を担う
医療機関（在宅療養支援病院・在宅療

養支援診療所等） 
 
 

 
 
 

 

 ◆県（保健所含む）・市町村 
 
 

 
 
 
 
 
 

○24時間対応体制の提供 
○急変時受入れやレスパイト入院
○他医療機関の支援 等 
 
 

調整・支援・連携 

病院・診療所・歯科診療所・薬局 
訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所 

・地域包括支援センター・基幹相談支援センター 

切れ目のない在宅医療提供体制 

病院・診療所・薬局 
訪問看護ステーション・居宅介護支援
事業所・地域包括支援センター・基幹

相談支援センター・介護施設等 
 

○在宅医療推進の働きかけ、調
整、支援 
〇相談窓口の設置 
〇人材育成や他職種連携等研修
の開催・参加 

◆在宅医療連携拠点 
 
 
 
 

 
 
 

 

○地域の関係者による協議
の場の開催 
〇関係機関の連携体制の構
築支援 等 
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